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 巻頭⾔ 

助産師教育 150 年の原点とこれから 

  ⽇本助産学会理事, ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科保健学専攻 ⽩⽯三恵 
 

 
助産師（産婆）教育は、1875（明治 7）年に⼤阪および京都で始まりました。これは、当時すでに産婆と

して⽣業を営んでいた者に対し、体系的な教育を施すことを⽬的としたものであり、翌 1876（明治 9）年に
は、⽇本で初めて産婆免許（産婆営業艦札）が発⾏されました。その後、産婆経験のない者を対象とした教
育が、1877（明治 10）年に東京で開始されました。助産師教育が開始され、⽇本初の助産師免許が交付され
てから 150 年を迎えるにあたり、その整備の背景と当時の⺟⼦保健の状況を振り返りたいと思います。 

 
助産師（産婆）教育が開始された背景 

1874（明治 7）年、明治政府は⻄洋医学を基盤とした衛⽣⾏政の整備⽅針を⽰す「医制」を、東京・⼤阪・
京都の三府に発布しました。医制の第 50 条〜52 条には産婆に関する規定が盛り込まれ、免許取得の条件と
して、①40 歳以上、②婦⼈および⼩児の解剖⽣理・病理の⼤意に通じていること、③産科医が発⾏する実験
証書（産科医の⽴ち会いのもと平産 10 例、難産 2 例を取り扱った証明）を所持していることと定められま
した。また、産婆の職務・責任については、①急迫の場合以外は、産婆は産科医または内外科医の指⽰なく
みだりに⼿を下してはならないこと、②産科器械の使⽤を禁⽌すること、③薬の投与を禁⽌することが定め
られ、医制により、産婆の免許要件や業務範囲が明確化されました。 

医制の発布を受けて、1875（明治 8）年には⼤阪府病院（⼤阪⼤学医学部附属病院の前⾝）や京都産婆会
で、すでに産婆として活動していた者を対象とした教育が開始されました。⼤阪では、翌 1876（明治 9）年
に 175 名の修了者へ産婆免許（産婆営業鑑札）が交付されています 1)。当時の⼤阪府病院における講義内容
は、『産科論：⽇講記聞』2)に詳細に記されており、第 1 回から第 8 回は、⾻盤・⼦宮の構造、胎児の位置と
出産法、⾻盤位や双胎への対応、産後の管理など、第 9 回以降は分娩時の異常への対応を中⼼とした講義で
した。この『産科論：⽇講記聞』は、国書データベースで閲覧可能です。⼤阪や京都で⾏われたこの教育が、
⽇本における助産師教育の始まりであり、このときに発⾏された免許は、⽇本初の助産師免許とされていま
す。 

1877（明治 10）年には、東京府病院産婆教授所で新規の産婆開業希望者を対象とした教育が開始されてい
ます 3)。前年 12⽉に新聞で希望者の募集が⾏われ、「年齢 20 歳~30 歳、普通⽂書の読み書きができる者」
が対象とされました。教育期間は 1 年半、授業時間は毎⽇ 2〜3 時間であり、最初の 6 か⽉には妊娠に関す
る理論の講義、次の 6 か⽉は分娩に関する理論の講義、最後の 6 か⽉は模型を⽤いた練習および実習という
構成でした。当時の教科書『朱⽒産婆論』には、⼈体の解剖、妊娠期・分娩期・産褥期・新⽣児期の正常・
異常、産婆の職務、薬物⽤法などが含まれています。『朱⽒産婆論』は各府県に寄贈され，地⽅でも使⽤さ
れたことから、⽇本の産婆教育の基礎になったと⾔われています 4)。 

この当時の産婆教育や免許交付は都道府県の裁量に委ねられており、全国的な免許制度が確⽴したのは、
1899（明治 32）年の『産婆規則』および『産婆名簿登録規則』の発布以降です。 
 
産婆（助産師）教育が開始された頃の⺟⼦保健 

⽇本で近代的な⼈⼝調査が開始されたのは 1920（⼤正 9）年であり、明治期の正確な⼈⼝動態は不明です。
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しかし推計によると、1872（明治 5）年頃の⼈⼝は約 3,500万⼈、粗出⽣率（⼈⼝ 1,000 対の出⽣数）は約
35 であったとされています。これは、2024 年の粗出⽣率（5.7）の約 6倍にあたります。⼀⽅、当時の妊産
婦死亡率は出産 10万対約 400、乳児死亡率は出⽣ 1,000 対約 250 と、いずれも現在の⽔準の約 100倍でし
た。まさに「多産多死」の時代であり、感染症や出⾎、栄養不良が⺟⼦の死亡の主要な要因でした。特に地
⽅や農村では、⺟⼦の死亡率が都市部より⾼く、これには医療へのアクセスの制限、都市部に⽐べて未整備
の衛⽣環境等が影響していたと考えられています。このような厳しい環境の中でも、限られた資源を頼りに
⺟⼦の⽣命を守る存在であった産婆は、⺟⼦保健において⼤きな役割を果たしたと⾔われています。 
 
未来に向けて 

この 150 年間で、医療施設や設備の整備、衛⽣環境の改善、周産期医療の進歩などにより、出産を取り巻
く環境は⼤きく変わりました。助産師教育が体系的に始まり、免許制度が開始してから 150 年を迎える今、
その歩みと果たしてきた役割を改めて振り返る節⽬に⽴っています。助産師は名称や活躍の場を時代ととも
に変化させながらも、助産ケアの本質はほぼ変わることなく受け継がれてきました。この歴史には誇りと重
みがあり、我々にはこれを後世に引き継ぐ責任があります。周産期医療や社会構造は、現在も急速に変化し
ています。助産師は、その変化に向き合いながら⾃らの役割を問い、新しい在り⽅を模索し続けることが求
められます。⽬の前の妊産褥婦や児、その家族に真摯に向き合い、⽇々の実践を丁寧に積み重ねることこそ
が、次世代の助産師へと受け継がれる⼤切な礎となると信じています。 
 
【参考⽂献】 
1) 阿部奈緒美. 明治期の⼤阪における産婆制度の変遷. ⽇本医史学雑誌 2019, 65(1), 3‒18. 
2) 越爾蔑嗹斯講. ⾼橋正純 訳．産科論：⽇講記聞 
https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300080892/1?ln=ja 

3) ⾼橋みや⼦. 東京府病院産婆教授所の本免状産婆教育に関する研究 : 明治 9 年〜11 年、新聞の産婆志願
者募集広告および⻑⾕川泰と東京府間の往復⽂書より. 看護教育学研究 1993, 2(1), 1‒13. 

4) ⽉澤美代⼦. 明治初期⽇本における認定産婆教育の導⼊ : 東京府病院刊⾏『朱⽒産婆論』のドイツ語原著
“Lehrbuch der Hebammenkunst”との⽐較分析と同時代史的背景 . ⽇本医史学雑誌 2015, 61(4), 373‒391. 
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研修会報告 

周産期医療におけるオンライン診療 

⽇本助産学会 研修・教育委員会 
⽯川紀⼦、市川⾹織、⾕⼝千絵、林啓⼦、渕元純⼦、⼭岸由紀⼦、五⼗嵐ゆかり、岡美雪 

 
 
研修・教育委員会では、「周産期医療におけるオンライン診療」をテーマにした研修会を、2025 年 6⽉ 21

⽇（⼟）にWeb開催いたしました。 
オンライン診療という⾔葉から、直接助産師に関係しないテーマではないかと、敬遠されないか⼼配しま

したが、91 名の申し込みがあり、関⼼の⾼さが伺えました。 
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機に、普及が進んだオンライン診療は、現在も医療の現場で重要な
役割を担い続けています。特に妊産婦にとって、移動の負担が少なく、時間と距離を超えて医師の診察を受
けられるオンライン診療は、安⼼と利便性の両⾯で⼤きな可能性を秘めています。本研修会では、オンライ
ン診療が周産期医療の現場でどのように活⽤されているのか、そしてそれを助産ケアにどう活かしていける
のかを学びました。講師は、岩⼿県⽴⼆⼾病院の病院⻑、⼩笠原敏浩先⽣です。先⽣は、岩⼿県において妊
婦健康診査に遠隔医療を導⼊した先駆者でもあります。⼩笠原先⽣は、2006 年には、周産期電⼦カルテ・モ
バイル胎児⼼拍転送システムの統合に着⼿し、東野市で妊婦健康診査を助産師が⾏い、県⽴釜⽯病院の医師
が遠隔でサポートするというシステムを構築しています。現在、活⽤されている周産期遠隔医療として、「在
宅胎児⼼拍モニタリング伝送システム」「遠隔妊婦健診」「救急搬送データライブ送信（データ共有）」「先
天性⼼疾患の遠隔診断」「⼩児遠隔医療相談サービス」「電⼦⺟⼦⼿帳」を具体例を挙げて説明してくださ
いました。 

医療のDXとして、岩⼿県周産期医療情報システム「いーはとーぶ」についても紹介してくださいました。
このシステムはすでに 2009 年には構築されており、複数の医療機関・市町村と連携し、妊娠の届出から妊
婦健診、出産・産褥後の情報共有ができるシステムです。これは、東⽇本⼤震災の⼤津波で失われた妊婦情
報が、⼊⼒したデータとしてサーバーに残っており、妊婦の安否状況、避難状況の把握や保健指導に役⽴っ
たとのことです。この事実は、「いーはとーぶ」の奇跡として、災害に強いシステムであることも実証され
ました。 
今後⺟⼦保健事業においても DX化が進んでいくことはまちがいありません。助産師が得意とする直接触

れての診察や助産ケアと、⽇常的な相談⽀援や⼼理的サポート、妊婦健診との組み合わせなど、オンライン
の特性を活かした柔軟な対応が求められていると⾔えます。 
参加者からは、「助産師が医療 DXに関わることは必須だと実感した」「オンライン診療の経緯、利点、
困難性がわかった」「妊娠期からの切れ⽬ない⽀援のために助産師ができることがある」などの感想が多く
寄せられ、医療 DXへの理解がさらに深まったことがうかがえました。遠隔地域や育児中の妊産婦への⽀援
を考える上でも、オンライン診療を含む多様なケアの形を構築し、実践につなげることの重要性が再認識さ
れました。 
さらに学びを深めたい⽅、ご興味のある⽅は、是⾮オンデマンド配信をご利⽤ください。 
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 最近のトピックス 

助産業務ガイドライン 2024 が発⾏されました 

⽇本助産師会理事, ⽇本助産学会理事, ⽇本⾚⼗字社医療センター看護部 中根直⼦ 
 
 

本年 1⽉、助産業務ガイドラインが 4度⽬の改訂を経て発⾏されました。 
2000 年「健やか親⼦ 21」の策定を機に、安全で快適な妊娠・出産への取り組みを探るために厚⽣労働科

学研究が⾏われ、「助産所における分娩適応リスト」と、「正常分娩急変時のガイドライン」が⽰されました。
これを、2004 年に⽇本助産師会が「助産所業務ガイドライン」としてまとめたものが発端でした。以降、こ
れが助産所における安全な妊産婦管理の指針となり、その後、5 年を⽬途に改訂を重ねています。 

第 2 回の改訂では、助産所だけでなく助産師外来や院内助産でも活⽤できるように名称が「助産業務ガイ
ドライン 2014」へと変更され、あらゆる場⾯で医師や助産師が協働できることが⽬指されました。 

第 3回の改訂では、関連学会や団体から出されているガイドライン等と齟齬がないことを確認のうえ、第
8次医療法の改正(2017 年)を受けて、異常時の対応について妊産婦へ⽂書による説明と同意の実施が記され
たほか、産後ケアでは分娩時の管理対象にはないハイリスク⺟⼦を助産所が受け⼊れている実情から、産後
1 か⽉未満の⺟⼦の異常への対応が加わりました。 

そして、今回の改訂では①2019 年以降に追加された推奨や、産科医療保障制度や医療事故調査制度による
再発防⽌に向けた提⾔の反映 ②「医療安全上留意すべき事項」の章⽴ての検討や⽤語の統⼀ ③産後ケア
の安全性に関する留意点の追記 ④妊婦の⾼年齢化に伴う対象年齢の⾒直し 等が⾏われました。 
今回のガイドラインでは、産科医療に関わる助産業務を医療提供者間のタスクシフトという観点からも書

かれています。例えば、⺟親へ抗菌薬を投与した場合にアナフィラキシー症状が出現した場合のアドレナリ
ンの準備や、新⽣児に早発⻩疸が考えられる場合の⾎液検査にも⾔及しています。これは、助産所や助産師
への医療介⼊を期待しているものではなく、発⽣した事象に関して医師や医療機関と適切な時期に医療連携
を⾏う場合に必要な確認事項としてカバーされているものです。妊娠時の条件がローリスクである⺟⼦も、
分娩時のリスクは刻々と変化します。助産所であれば嘱託医と、病院や診療所でも地域の医療状況をもとに、
事前に医師と対応を協議しておくことで報告・連絡・相談のもとで適切な医療連携が可能になると考えてい
ます。 

もちろん、助産師に求められるものは医療連携だけではなく、個別的で継続的な助産ケアであることは⾔
うまでもありません。妊産褥婦や新⽣児、その家族へ、助産師の提供するケアが充分な安全性と快適性を確
保できるために、「助産業務ガイドライン 2024」が、医療提供体制と助産師が適切に繋がる拠り所となるこ
とを願っています。 
なお、本ガイドラインは⽇本助産師会HPから PDFで本⽂のダウンロードが可能です。⽇本助産師会出版

会から冊⼦の購⼊も可能です。どうぞご活⽤ください。 
 
https://www.midwife.or.jp/user/media/midwife/page/guilde-line/tab01/josangl2024_PW.pdf 

https://www.midwifepc.co.jp/c/shoseki/S-0046 
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 ピックアップ 

⼥性を取り巻く医療環境：産科暴⼒とメディカル・ミソジニー 

⽇本助産学会広報委員, 北海道⼤学⼤学院保健科学研究院 近藤祥⼦ 
 
 

「産科暴⼒」や「メディカル・ミソジニー」という⾔葉を聞いたことがありますか。ICM（国際助産師連
盟）は「Obstetric Violence, Mistreatment, and Violence Against Women in Reproductive Health Services（産
科暴⼒・不当な扱い・⽣殖に関する保健サービスを受ける⼥性に対する暴⼒）」というポジションステートメ
ントを発表しています。また、2024 年に英国下院の⼥性と平等委員会（Women and Equalities Committee）
は「メディカル・ミソジニー」に関する報告書を公表しました。いずれも、⼥性を取り巻く医療環境におけ
る課題として国際的な注⽬を集めている⾔葉です。ここでは、この 2つの概念を紹介します。 
 
産科暴⼒ 

産科暴⼒とは、妊産婦や出産をする⼈が受ける不当な扱いや⼈権侵害を指し
ます。具体的には、⾝体的暴⼒、⾃⼰決定権の剥奪、⼗分な説明や同意のない
医療処置、⼤声での叱責、侮辱、無視などが含まれます。また、⽣理的な出産
の機会が与えられないことや、ルーチンの会陰切開など、科学的根拠の乏しい
医療⾏為も含まれます。こうした⾏為は、出産時のトラウマや産後うつ、⼼的
外傷後ストレス障害（PTSD）、出産時の合併症リスクの増加、さらには医療へ
の不信感による受診控えを通じて、性と⽣殖に関する健康を損なう可能性があ
ります。 

このような⾏為は、「ケアの質」の問題ではなく「⼈権問題」であると捉えるべきだと強調されていま
す。出産については、従来、満⾜度などケアの質を問う研究が先⾏してきました。ケアの質と⼈権擁護は不
可分であり、不適切な対応はケアの質の議論で包括されがちですが、産科暴⼒はあくまで⼈権侵害でありそ
れ⾃体で評価・是正されるべきものとして捉えられています。 

「安全な⺟性」は、当初、死亡率低下や感染症の予防など⾝体的側⾯が中⼼でしたが、1990 年代以降、
尊厳を持ったケアの重要性が国際社会で注⽬されるようになりました。この流れの中で、国連は、
Respectful Maternity Care（尊厳ある⺟性ケア)やMistreatment（不適当な扱い）といった枠組みを⽤い
て、妊産婦に対する尊厳を持ったケアを推進してきました。⼀⽅、ラテンアメリカでは、⼈権侵害を可視化
する必要性から「産科暴⼒」という⾔葉が⽣まれ、社会運動や法制度に取り⼊れられながら広がりました。
2010 年代以降、この⼆つの流れは互いに影響しながら合流しています。 

産科暴⼒の研究報告は中低所得国で先⾏してきましたが、最近、⾼所得国におけるレビュー報告も増え
ています。⾼所得国では、繰り返しの内診、痛みを伴う処置、仰臥位や姿勢の強制、不⼗分な⿇酔、⼈⼯破
膜、クリステレル圧出法などが暴⼒的と感じられたとされています。また、中低所得国と同様に「説明と同
意の不⾜」も顕著で、「説明があったが⼗分な同意はなかった」というナラティブもあったことが報告され
ています。 
メディカル・ミソジニー 
メディカル・ミソジニー（medical misogyny）とは、医療現場における⼥性蔑視や⼥性差別の構造を指

します。ミソジニーは直訳すると「⼥性嫌悪」ですが、社会学やフェミニズムの⽂脈では、⼥性を軽視や排
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除する態度、制度的差別を含む広い概念として⽤いられます。医療における最も典型的な例は「痛みの軽
視」です。英国下院の報告書では、⼦宮内膜症や⽉経困難症による痛みが「当然のもの」として軽視され、
診断まで平均 9 年を要する例が挙げられ、⼥性のQOLや労働⽣産性の低下、健康に⽣きる権利の阻害につ
ながっているとされています。さらには、診断がつかない期間に⾼額な⺠間療法に頼らざるを得ないことに
よる経済的負担も指摘されています。更年期の不定愁訴が「誰にでもあること」として放置されることも含
まれます。 
類似する⽤語として、性差医学やジェンダー医学（gender medicine）がありますがこれらは⽣物学的性

差や社会的ジェンダーが健康や医療に及ぼす影響を扱う学術⽤語になります。⼀⽅、メディカル・ミソジニ
ーは、医学における学術⽤語というより社会科学的な概念で、医療現場における差別構造を指摘する⽬的で
使⽤されています。英国では、教育分野でもミソジニーへの対策が注⽬され、中⾼⽣（セカンダリー・スク
ール）における関係性や性・健康に関する教育のガイダンスに、オンライン上の⼥性蔑視的⽂化に影響され
ないための指導内容が組み込まれました。多様な性の受容が進む⼀⽅で、インターネット⽂化を通じた⼥性
蔑視的態度の再顕在化も課題として認識されています。 

助産師は、⾔うまでもなく、⼥性の⽣涯の健康を⽀える専⾨職です。私たちは、気付かぬうちに産科暴⼒
やメディカル・ミソジニーの⼀端を担ってしまってはいないでしょうか。ご紹介した 2つの概念は、どちら
も、権⼒構造や構造的差別に焦点を当てています。医療現場では権⼒勾配が
⽣じやすく、妊産婦はもともと脆弱な⽴場になりがちです。権利侵害や差別
は、医療者個々⼈の意識や⾏動だけではなく、労働環境や職業ヒエラルキー、
教育プログラムやガイドラインの有無、政策のあり⽅など、医療を取り巻く
社会的・政治的背景によっても左右されます。インターネット上には、出産
の時の助産師や医師の⾔葉や態度に傷ついた経験をたくさんみつけること
ができます。妊産婦や⼥性が⼈権を侵害されることなく、主体的に出産や⽣
殖の選択を⾏えるようにするためには、助産師が権利擁護者として⾃覚を持
ち⽇々の実践に携わること、そして、産科サービスの制度や労働環境の改善
を求め続けることが必要で、これが、安全で尊厳のあるケアを提供する基盤
になります。 

第 39 回⽇本助産学会学術集会のご案内 

本学会では、下記のとおり 39 回⽇本助産学会学術集会を開催いたします。本年度のテーマは「未来を切り拓
く」です。多くの会員の皆様にご参加いただき、最新の研究成果や実践報告を共有し、今後の助産の発展に
つなげていきたいと願っております。 

・開催⽇：2025 年 11⽉ 15 ⽇（⼟）、16 ⽇（⽇） 
・会場：幕張メッセ国際会議場 
・⼤会⻑：市川 ⾹織（東京情報⼤学看護学部看護学科） 

詳細は学会ホームページをご参照ください。 
https://procomu.jp/jam39/ 

皆様のご参加を⼼よりお待ち申し上げます。 
 

補⾜の説明や参考⽂献は 
こちらをクリック 

または QR コードからどうぞ 

 

  
 

 

日本助産学会学術集会 

現地開催 
＋事後オンデマンド配信 

会期 
2025年 

11 月15 日（土）・16 日（日） 

市川 香織  
(東京情報大学看護学部看護学科) 

幕張メッセ 国際会議場 
〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 

演題登録 
２０２５年3月 3日～5月 23日 
 

事前参加登録 
一次 ２０２５年4月 1日～9月 30日 

（プログラム事前送付あり） 
 

二次 ２０２５年 10月 1日～11月 16日 

会長 

会場 

大会事務局 

運営事務局 

公式ホームページ：https://procomu.jp/jam39/ 

東京情報大学看護学部看護学科 

リプロダクティブヘルス看護学領域 

〒265-8501  

千葉県千葉市若葉区御成台 4-1 

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063  
東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9階 

TEL:03-5520-8822 FAX:03-5520-8820 

E-mail：jam39@procom-i.jp 
千葉県許諾 第 A880-3号 

https://procomu.jp/jam39/
https://yoshiko11aug.wixsite.com/kondo-lab-repro-le-1
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 ⼥性の声 

「流死産後の産後のケア」の取り組み  

マザーズホームななほし助産院, 岡⼭県不妊専⾨相談センター, ⾃助グループなないろのおはな 神⾕祐希 
 

2022 年 10⽉、私は流産や死産、新⽣児死、⼈⼯妊娠中絶などでお⼦さまを亡くされたご家族のための⾃
助グループ「なないろのおはな」を⽴ち上げました。岡⼭市内やオンラインで⽉に 1 回、おはなし会を開催
しており、これまでに 40 名以上の⽅にご参加いただいています。 
参加者の多くは、流死産からある程度の時間が経った⽅々です。おはなし会では、「1 か⽉健診を終えた後、

外出する気⼒もなく、社会から取り残されたようだった」「相談できる⽀援先が“お⼦さんがいるママ”向けば
かりで、私たちは誰に助けを求めたらよいのか分からなかった」といった声が多く寄せられています。また、
新⽣児死を経験された⽅からは「⺟乳が出続ける中、どこに相談していいか分からず、本当につらかった」
という切実な声もありました。 

そうした声を受け、当時勤務していた「ななほし助産院」に相談し、2023年 2⽉より「流死産後の産後ケ
ア」を開始しました。ところが認知は簡単ではなく、初めての利⽤者はその年の 10⽉でした。実際に利⽤さ
れた⽅の「産後ケアがなかったら今頃どうなっていたか分からない」という⾔葉や、表情の変化を⽬の当た
りにし、このケアの重要性を強く実感しました。 

その後、⾏政や医療機関からの紹介も受けるようになり、2025 年 8⽉現在までに 6 名の⽅が利⽤されてい
ます。外出が難しい⽅にはご⾃宅を訪問し、訪問型産後ケアも実施しています。 
現在は、⽇帰り型の産後ケアを完全貸し切りで⾏っていますが、助産院が分娩も取り扱う施設であるため、
今後の需要増に伴う調整や、岡⼭市内で同様の⽀援を提供する施設の少なさなど、課題もあります。しかし、
「流死産後の産後ケア」を受けた⽅が社会復帰されたり、次のお⼦さまを授かった際に妊娠期から継続的な
⽀援につながる姿を⾒ていると、この活動の必要性をより強く感じています。 
私としては単なる⼀時的な⽀援にとどまらず、⾃助グループと産後ケアが連携することで、哀しみの中に

いるご家族が少しずつ前を向けるよう、切れ⽬のない⽀援を今後も続けていきたいと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

医療者同⼠のシェア会 

⼩さな産着を縫うちくちくの会 
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2025 年度の会費徴収について 

日ごろは事務局運営にご協力いただきありがとうございます。下記のとおり、本会の事業年度は毎年 4 月

始まり～3 月終わりとなっています。 

事業年度 
2025年度 

4月1日～2026年3月31日 

年会費 
年会費の請求は、毎年4月 

（自動振替：6月） 

社員総会 毎年6月開催 

学術集会 秋季開催：11月15日、16日 

 

《年会費》 

普通会員・特別会員 10,000 円 

学生会員 4,000 円 

 

《会費請求について》 

2025年4月に「会費納入のお知らせ（振込用紙）」を郵送しております。お支払い方法は下記の種類が

ございますので、ご都合に合わせて活用ください。 

1) 【クレジットカード】会員専用ページより年会費をお支払いが即時可能です。 

2) 【口座引き落とし】既に登録の口座より6月23日に引き落とししております。（クレジットカード払

いの導入により、新規受付は停止しています。） 

3) 【銀行振込】2025年4月に送付の振込用紙、または会員専用ページの「請求書発行」タブより請求書

を印刷いただき、記載されている口座へお振込みください。銀行振込の際は【会員番号+会員氏名】

の名義でお振込みをお願いいたします。 

※会員専用ページでは領収書の発行も可能です。 

※関連団体の会費を誤って納入することがないようご留意ください。 

※定款12条により、年会費を2年度以上未納場合、自動的な退会となりますので、ご注意ください。 

 

振込先口座 

・郵便振替口座：00120-2-763540 

加入者名：一般社団法人日本助産学会 

 

・ゆうちょ銀行（9900）〇一九店（019） 

当座 0763540 

名義：一般社団法人日本助産学会 

 

事務局からのお知らせ 
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《学生会員の資格確認について》 

学生会員資格取得・更新の基準日は、事業年度開始日、適用は看護師または助産師取得コースに在籍して

いることとなっています。学生会員の資格更新は、毎年4月 1日時点の学生在籍資格の有無により行い

ます。各年度における学生会員の有効期間は 3 月31 日までとなりますので、有効期限が切れる学

生会員につきましては、会員区分を特別会員の上、年度初めの会費請求のご案内を行います。年会費

のお支払い前に看護師または助産師取得コースに在籍していることわかる資料（学生証、在籍証明

書など）を学会事務局（maf-jam@mynavi.jp）までメール添付にてご提出ください。有効期限な資料

のご提示がない限り、特別会員が適用になりますので、ご注意ください。 

変更届について 

住所等の変更に関しては、会員専用ページで随時手続きが出来ます。なお、姓のご変更については、会員

管理システムでは対応できないため、学会事務局（maf-jam@mynavi.jp）までご連絡ください。 

退会届について 

退会を希望される場合は、当該年度の年会費までを完納の上、会員専用ページより退会申請を行って

ください。※次年度から退会希望の方は、必ず 3 月末までに退会申請をお願いします。退会届のご提出

がない限り会員継続となり、年会費をお納めいただくことになります。 

納入いただいた会費は返金いたしませんのでご了承ください。特に銀行口座自動引き落としご利用の方

で退会を希望される方はご注意ください。 
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